
 

 

2018 年 5月 3日 

憲法記念日にあたって（談話） 

立憲民主党 代表 枝野 幸男 

 

 本日、日本国憲法の施行から７１年を迎えました。 

日本国憲法の核である「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」は、戦後、

日本国民が長い年月をかけて育み、定着させてきたものです。日本の自由と民主主

義、平和と繁栄の土台となっている日本国憲法の歩みを重く受け止め、本日の憲法

記念日をお祝いします。 

 

日本の中には、現行憲法を一字一句変えるべきでない、議論をすることそのもの

を改憲への入り口として拒否する、いわゆる「護憲派」と、権力行使を容易にし、

国民の義務規定の創設や、国民の権利を制限する方向の憲法改正を主張する、いわ

ゆる「改憲派」の二つの大きな流れがあります。 

しかし、憲法を改めようとするのであれば、このような思想的、観念的・抽象的

な議論ではなく、憲法の規定が原因で、政策遂行に支障が生じることがあるのか、

あるいは憲法に規定がないことによってどのような不都合が生じるのかなど、その

必要性について具体的な事実に基づいて検討されることが必要不可欠です。 

 

 いま日本国憲法は、大きな危機に瀕しています。 

 森友学園問題、加計学園問題、ＰＫＯの日報問題等にみられる文書改ざんと隠蔽

は民主主義の根幹を揺るがす非常に深刻な問題です。 

 基本的人権の中でも、特に重要な人権である表現の自由が民主主義のプロセスに

とって有効に機能するためには、その前提として、国民が十分かつ正確な情報に接

していることが必要不可欠です。民主主義の前提となる「知る権利」について議論

を深め、公文書管理や情報公開の在り方を正していきます。数の力で、この国のか

たちを歪める安倍自民党政権に、立憲民主党は正面から対峙してゆきます。 

 

憲法記念日にあたり、立憲民主党は、権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与す

るとの観点からの憲法の論議、立憲主義の観点からの憲法論議、「立憲的憲法論議」

を深めることを、改めてお約束致します。  
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